
【多床室の場合】 （単位：円）

【その他の加算】

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 外泊・入院 246円/日 月６日間を限度

589 659 732 802 871 初期 30円/日 入所後30日以内

外泊時居宅サービス 560円/日 月６日間を限度

配置医師緊急時対応 650円/回 早朝・夜間の診療

1,300円/回 深夜の診療
325円／回 勤務時間外の診療

3,779 4,160 4,559 4,941 5,317 退所前訪問援助 460円/回 入所中１回又は２回

0 0 0 0 0 退所後訪問援助 460円/回 退所後１回
300 300 300 300 300 退所時相談援助 400円/回
34,548 37,099 39,761 42,313 44,828 退所前連携 500円/回

退所時情報提供 250円/回
退所時栄養情報連携 70円/回

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 再入所時栄養連携 200円/回 １回限り
589 659 732 802 871 経口移行 28円/日 原則180日まで

経口維持Ⅰ 400円/月 原則6月まで
経口維持Ⅱ 100円/月 原則6月まで
療養食 6円/食
看取り介護Ⅰ 72円/日 死亡日前31日～45日

3,779 4,160 4,559 4,941 5,317 144円/日 死亡日前4日～30日

430 430 430 430 430 680円/日 死亡日前2日または3日

390 390 390 390 390 1,280円／日 死亡日　
50,668 53,219 55,881 58,433 60,948 看取り介護Ⅱ 72円/日 死亡日前31日～45日

144円/日 死亡日前4日～30日

780円/日 死亡日前2日または3日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 1,580円/日 死亡日　
589 659 732 802 871 特別通院送迎 594円/月 1月12回以上の送迎

在宅復帰支援 10円/日
在宅入所相互利用 40円/日
認知症専門ケアⅠ 3円/日
認知症行動緊急対応 200円/日

3,779 4,160 4,559 4,941 5,317 褥瘡マネジメントⅠ 3円/月 褥瘡あり
430 430 430 430 430 褥瘡マネジメントⅡ 13円/月 褥瘡なし
680 680 680 680 680 安全対策体制 20円/日 入所初日のみ

59,658 62,209 64,871 67,423 69,938 新興感染症等施設療養 240円/日

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
589 659 732 802 871 【減算】

身体拘束未実施 ▲10％/日
安全管理未実施 ▲5円/日
栄養管理未実施 ▲14円/日
高齢者虐待未実施 ▲1％/日

3,779 4,160 4,559 4,941 5,317 業務継続未実施 ▲3％/日
530 530 530 530 530
1,420 1,420 1,420 1,420 1,420
85,698 88,249 90,911 93,463 95,978

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
589 659 732 802 871

3,779 4,160 4,559 4,941 5,317
915 915 915 915 915
1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
107,863 110,414 113,076 115,628 118,143
133,111 138,213 143,537 148,641 153,671
158,359 166,012 173,998 181,654 189,199

3,210

介護職員等処遇改善加算(31日）

居住費（日額）
食費（日額）

【加算(31日)】個別機能訓練Ⅰ、日常生活
支援、看護体制Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置、
栄養マネジメント強化、科学的介護推進
Ⅱ、生産性向上Ⅱ、感染対策向上Ⅰ、協
力医療機関連携Ⅱ

3,210 3,210 3,210 3,210

「特別養護老人ホームすずらんの里」利用料一覧表　　(令和8年8月1日から適用）　　　

①所得要件：生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税である老齢福祉年金受
給者。②資産要件：単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下【第１段階】

介護サービス費（日額）

月合計（３１日）

月合計（３１日）

介護サービス費（日額）

【加算(31日)】個別機能訓練Ⅰ、日常生活
支援、看護体制Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置、
栄養マネジメント強化、科学的介護推進
Ⅱ、生産性向上Ⅱ、感染対策向上Ⅰ、協
力医療機関連携Ⅱ

食費（日額）

①所得要件：世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+年金収入額の合
計が82.65万円以下の方。②資産要件：単身650万円以下、夫婦1,650万円以下【第２段階】

3,210 3,210 3,210

介護職員等処遇改善加算(31日）

居住費（日額）

3,210 3,210

①所得要件：世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+年金収入額の合計が82.65万
円を超え、120万円以下の方。②資産要件：単身550万円以下、夫婦1,550万円以下【第３段階①】

介護サービス費（日額）

【加算(31日)】個別機能訓練Ⅰ、日常生活
支援、看護体制Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置、
栄養マネジメント強化、科学的介護推進
Ⅱ、生産性向上Ⅱ、感染対策向上Ⅰ、協
力医療機関連携Ⅱ

3,210 3,210 3,210 3,210 3,210

介護職員等処遇改善加算(31日）

居住費（日額）
食費（日額）
月合計（３１日）

①所得要件：世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+年金収入額の合
計が120万円を超える方。②資産要件：単身500万円以下、夫婦1,500万円以下【第３段階②】

介護サービス費（日額）

【加算(31日)】個別機能訓練Ⅰ、日常生活
支援、看護体制Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置、
栄養マネジメント強化、科学的介護推進
Ⅱ、生産性向上Ⅱ、感染対策向上Ⅰ、協
力医療機関連携Ⅱ

3,210 3,210

介護サービス費及び各種加算を加えた総
単位数に17.6％を乗じた金額になります。介護サービス費（日額）

3,210 3,210

介護職員等処遇改善加算(31日）

居住費（日額）
食費（日額）
月合計（３１日）

3,210

【第４段階】 第1段階～第3段階②のいずれにも該当しない人（世帯に課税者がいる・市民税本人課税者） ※介護職員等処遇改善加算Ⅰロ

※洗濯代、オムツ代等はかかりません。
※医療費（薬を含む）、理美容代は実費負
担となります。
※その他嗜好品代（酒、タバコ、お菓子）、
日用品（歯磨き用品等）、医療用物品（点
滴、酸素等）、衣類購入費等は実費負担と
なります。

介護職員等処遇改善加算(31日）

居住費（日額）
食費（日額）
1割負担月合計（31日）
２割負担月合計（31日）
３割負担月合計（31日）

【加算(31日)】個別機能訓練Ⅰ、日常生活
支援、看護体制Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置、
栄養マネジメント強化、科学的介護推進
Ⅱ、生産性向上Ⅱ、感染対策向上Ⅰ、協
力医療機関連携Ⅱ

3,210 3,210 3,210 3,210 3,210


